
’

令和7年度給与所得等に係る市町村民税・道府県民税・森林環境税特別徴収税額の決定＊変更通知書 （特別徴収義務者用）

　地方税法第41条、第319条及び第321条の4（第321条の6）第1項並びに税条例

責税人員 非隈税人員
特別徴収税額

335，100 3 1

人　　数 納　付　額 人　数 納　付　額

6月分 4 30，400 12月分 3 27，700

第32条の規定によって、令和7年度給与所得等に係る市町村民税、道府県民税

及び森林環境税の特別徴収税額を下記のとおり決定（変更）したので通知します

：た．この逼知●の鍵頂亭項に不■がある場舎U、この●知書■受1’取った日の翌日から尾冨して60日以向に術町H員に月
員見申し立てをす6ことがで●富†．この傍別量収悦胡の庚宣ω㊨り筒L●京ぬる唖是U、腕記の異皐中し宜てにかか6艮定
連■受けた日の翌日から但耳して6ヶ月以内に市町村を笛告として　‘市町H長力1箇告の代襲看とな⑲ま†．）口起で●6こと

れていま†，な白、佑分の取り問しの断λは，論記の貝●申L立てに珂†る浪定●匪た畳でな1，れぽ箆‘することがで●な‘

とされていま†が．Φ奥■申し立てがあった9から3ケ月を臼冶しても艮疋♪1ないと●，Φ娼分、旭分の帆行又は手屍8の明

より生ずる署しい●害■■1，るため習㊤の畠■β‘あると●．Φその他扶定1■ないことにっ●正自な尾由♪1あるときU．艮重

ないでも払分の取り惰しの馬えを賃恩す6ことがで■ます．

令和7年8月8日

、

　　　　　　　“

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．・「．

7月分 3 27，700 1月分 3 27，700

月割額

8月分 3 27，700 2月分 3 27，700

9月分 3 27700 3月分 3 27，700

10月分 3 2ア700 　．
4月分 3 27，700

11月分 3 27700 5月分 3 27700
傭考）

．

6月分 2，000 10月分　　　　　0 2月分 0（蛸蜘指定
番号

宛名
番号

市町村

コード

受給者

番　号

特別徹収

税　　頷
21000 納

7月分 0 11月分 0 3月分 0昔通徴収に変更

住　　　　　　　　　　　　　　　　　所 氏　　　　　　　　　　名 個人番号
付

額
8月分 0 12月分 0 4月分 0

9月分 0 1月分　　　　　0 5月分 0

変更月 7　月

6月分 10月分 2月分 （嫡要）指定

番号

宛名

番号

市町村

コーF

受給者

番　号

特別故収

税　　顧
納
7月分 11月分 3月分

住　　　　　　　　　　　　　　　　　所 氏　　　　　　　　　　　名 個人番号
付

額
8月分 12月分 4月分

9月分 朋分 5月分

変更月 月

6月分 to月分 2月分 幡憂｝指定
番号

宛名

番号

市町村

コード

受給者

番　号

特別臓収

税　　函 7月分 11月分 3月分

住　　　　　　　　　　　　　　　　　所 氏　　　　　　　　　　　名 個人番号

納
付額

8月分 12月分 4月分

9月分 1月分 5月分

変更月 月

6月分 10月分 2月分 （繍萄）指定
a｝号

宛名

番号

a声州

コード

受給者

番　号

特別蹟収

税　　額 ？月分 田1分 3月分

住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 氏　　　　　　　　　　　名 個人番号

納｛・s額

8月分 12月分 4n　，it

1 1

9月分 1月分 5月分

変更月 月

6月分 10月分 2月分 （摘副指定
番号

宛名

番号

市町村

コード

受給者

番　号

特別微収

税　　胡 納
7月分 11月分 3月分

住　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 氏　　　　　　　　　　　名 個人番号
付額

8月分 12月分 4月分

9月分 1刀分 朋分
変更月 月

市町村

コード

6月分 10月分 2月分 （摘要）指定
番号

宛名
番号

受給者

番　号

特別徴収

税　　額 納
7月分 11月分 3月分

住　　　　　　　　　　　　　　　　所 氏　　　　　　　　　　　名 個人番号
付

餌
8月分 12月分 4月分

9月分 1月分 5月分

変更月 月

1／1頁

氏名又は名称 鯛．へ番号又は法人番号
特別徴収

義務者

1


